
愛知県産業廃棄物税条例施⾏規則

平成⼗七年⼗⼀⽉⼆⼗五⽇
規則第百⼗⼋号

改正 平成⼀⼋年⼀⼀⽉⼆四⽇規則第九
〇号

平成⼀九年 三⽉三〇⽇規則第四
〇号

  平成⼀九年⼀〇⽉⼀九⽇規則第六
⼆号

平成⼆五年⼀⼆⽉⼆七⽇規則第四
三号

  平成⼆七年 三⽉三⼀⽇規則第⼆
⼀号

平成⼆七年⼀⼆⽉⼆⼆⽇規則第六
⼀号

  平成⼆七年⼀⼆⽉⼆五⽇規則第六
五号

平成⼆⼋年⼀⼆⽉⼆七⽇規則第六
⼆号

  平成三〇年 三⽉⼆七⽇規則第⼀
六号

令和 元年 六⽉⼆⼋⽇規則第四
九号

  令和 ⼆年 三⽉⼆七⽇規則第⼆
〇号

令和 ⼆年⼀⼆⽉⼆⼋⽇規則第⼋
〇号

  令和 三年 七⽉ 九⽇規則第四
⼆号

  

愛知県産業廃棄物税条例施⾏規則をここに公布する。
愛知県産業廃棄物税条例施⾏規則

（趣旨）
第⼀条 この規則は、愛知県産業廃棄物税条例（平成⼗七年愛知県条例第七号。以下「条例」と

いう。）の施⾏に関し必要な事項を定めるものとする。
（⽤語）
第⼆条 この規則で使⽤する⽤語は、条例で使⽤する⽤語の例による。

（産業廃棄物の体積を換算して得た重量）
第三条 条例第四条第⼆項に規定する規則で定めるところにより換算して得た重量は、次の表の

上欄に掲げる産業廃棄物の種類（種類ごとの体積の計測が困難な産業廃棄物にあっては、その
主たる産業廃棄物の種類）の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる換算係数を当該産業廃
棄物の体積に乗じて得た重量とする。

産業廃棄物の種類 換算係数
法第⼆条第四項第⼀号に掲げる燃え殻 ⼀・⼀四
法第⼆条第四項第⼀号に掲げる汚泥 ⼀・⼀〇
法第⼆条第四項第⼀号に掲げる廃油 〇・九〇
法第⼆条第四項第⼀号に掲げる廃プラスチック類 〇・三五
令第⼆条第⼀号に掲げる紙くず 〇・三〇
令第⼆条第⼆号に掲げる⽊くず 〇・五五
令第⼆条第三号に掲げる繊維くず 〇・⼀⼆
令第⼆条第四号に掲げる動物⼜は植物に係る固形状の不要物 ⼀・〇〇
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令第⼆条第四号の⼆に掲げる獣畜及び⾷⿃に係る固形状の不要物 ⼀・〇〇
令第⼆条第五号に掲げるゴムくず 〇・五⼆
令第⼆条第六号に掲げる⾦属くず ⼀・⼀三
令第⼆条第七号に掲げるガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ⼀・〇〇
令第⼆条第⼋号に掲げる鉱さい ⼀・九三
令第⼆条第九号に掲げる⼯作物の新築、改築⼜は除去に伴って⽣じたコ
ンクリートの破⽚その他これに類する不要物

⼀・四⼋

令第⼆条第⼗号に掲げる動物のふん尿 ⼀・〇〇
令第⼆条第⼗⼀号に掲げる動物の死体 ⼀・〇〇
令第⼆条第⼗⼆号に掲げるばいじん ⼀・⼆六
令第⼆条第⼗三号に掲げる廃棄物 ⼀・〇〇
備考 この表の換算係数は、⼀⽴⽅メートル当たりのトン数とする。   
 
（特別徴収義務者としての指定）
第四条 県税事務所の⻑（以下「所⻑」という。）は、条例第⼗⼀条第⼆項の規定により特別徴

収義務者を指定する場合は、産業廃棄物税特別徴収義務者指定書（様式第⼀）によらなければ
ならない。

２ 所⻑は、前項の指定を取り消す場合は、産業廃棄物税特別徴収義務者指定取消書（様式第
⼆）によらなければならない。
（特別徴収義務者としての登録の申請）
第五条 条例第⼗⼆条第⼀項⼜は第⼆項の規定による登録の申請及び同条第三項の規定による登

録の変更の申請は、産業廃棄物税特別徴収義務者登録（変更）申請書（様式第三）によらなけ
ればならない。
（特別徴収義務者の証票）
第六条 条例第⼗⼆条第四項の証票は、様式第四による。
２ 条例第⼗⼆条第四項の規定による証票の交付を受けた者が当該証票を損傷し、⼜は亡失した

場合においては、直ちに、その再交付の申請をしなければならない。
（納⼊申告書等）
第七条 条例第⼗三条の納⼊申告書は、様式第五による。
２ 第三条の規定による当該産業廃棄物の体積を換算して得た重量を課税標準量として前項の納

⼊申告書を提出する場合は、同項の納⼊申告書には、産業廃棄物税重量換算明細書（様式第
六）を添付しなければならない。
（徴収猶予に係る担保の提供を免除する場合の要件等）
第⼋条 条例第⼗四条第⼀項後段に規定する規則で定める要件は、同項の規定による徴収猶予の

申請をした特別徴収義務者が、当該徴収猶予の申請をした⽇前三年以内において産業廃棄物税
に係る徴収⾦について滞納処分を受けたことがなく、かつ、最近における産業廃棄物税に係る
徴収⾦の納⼊状況からみてその徴収猶予された期間の末⽇までに当該徴収猶予に係る産業廃棄
物税を納⼊することが確実と認められることとする。

２ 条例第⼗四条第⼀項後段の規定により徴する担保の提供⼿続については、地⽅税法施⾏令
（昭和⼆⼗五年政令第⼆百四⼗五号）第六条の⼗の規定の例による。

３ 条例第⼗四条第⼆項の申請書は、産業廃棄物税徴収猶予申請書（様式第七）による。
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４ 所⻑は、条例第⼗四条第⼀項の規定による徴収猶予の申請の全部若しくは⼀部を承認する場
合⼜はこれを却下する場合においては、産業廃棄物税徴収猶予承認（申請却下）通知書（様式
第⼋）を申請者に交付しなければならない。

⼀部改正〔平成⼆七年規則六五号〕
（徴収不能額等の還付⼜は納⼊義務の免除の申請書等）
第九条 条例第⼗五条第⼆項の申請書は、産業廃棄物税還付（納⼊免除）申請書（様式第九）に

よる。
２ 所⻑は、条例第⼗五条第⼀項の規定による徴収不能額等の還付⼜は納⼊義務の免除の申請の

全部⼜は⼀部を承認する場合においては産業廃棄物税還付（納⼊免除）承認通知書（様式第
⼗）を、当該申請を却下する場合においては産業廃棄物税還付（納⼊免除）申請却下通知書
（様式第⼗⼀）を申請者に交付しなければならない。
（最終処分場における埋⽴処分開始の報告）
第⼗条 条例第⼗六条第⼀項の規定による埋⽴処分開始の報告及び同条第⼆項の規定による変更

の報告は、産業廃棄物税最終処分場埋⽴処分開始（変更）報告書（様式第⼗⼆）によらなけれ
ばならない。
（納付申告書等）
第⼗⼀条 条例第⼗七条の申告書及び条例第⼗⼋条第⼆項の修正申告書は、様式第⼗三による。
２ 第三条の規定による当該産業廃棄物の体積を換算して得た重量を課税標準量として前項の申

告書⼜は修正申告書を提出する場合は、同項の申告書⼜は修正申告書には、産業廃棄物税重量
換算明細書（様式第六）を添付しなければならない。
（更正及び決定の通知書）
第⼗⼆条 条例第⼆⼗条第四項、第⼆⼗三条第七項⼜は第⼆⼗四条第五項の規定による通知は、

産業廃棄物税等更正（決定）通知書（様式第⼗四）によらなければならない。
⼀部改正〔平成⼀⼋年規則九〇号・⼆五年四三号・⼆⼋年六⼆号〕

（帳簿の記載事項）
第⼗三条 条例第⼆⼗五条第⼀項第四号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

⼀ 搬⼊された産業廃棄物の種類及び体積（第三条の規定による当該産業廃棄物の体積を換算
して得た重量を課税標準量とする場合に限る。）

⼆ 特別徴収義務者にあっては、納税義務者の⽒名⼜は名称及び法第⼗⼆条の三第⼀項の規定
による交付⼜は同条第三項後段の規定による回付を受けた産業廃棄物管理票の交付番号（法第
⼗⼆条の五第⼀項⼜は第⼆項の規定により法第⼗三条の⼆第⼀項に規定する情報処理センター
に当該産業廃棄物に係る登録がされている場合は、当該登録番号）

⼀部改正〔平成⼆⼋年規則六⼆号・令和⼆年⼆〇号〕
（帳簿の電磁的記録による保存等）
第⼗四条 条例第⼆⼗六条第⼀項の規定により同項第⼀号に掲げる⽅法をもって条例第⼆⼗五条

第⼀項に規定する帳簿（以下単に「帳簿」という。）の備付け及び保存に代えようとする特別
徴収義務者及び申告納税者は、地⽅税法施⾏規則（昭和⼆⼗九年総理府令第⼆⼗三号）第⼆⼗
五条第⼀項の規定の例により、当該帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をしなければなら
ない。

２ 条例第⼆⼗六条第⼀項の規定により同項第⼆号に掲げる⽅法をもって帳簿の備付け及び保存
に代え、⼜は同条第⼆項の規定により帳簿に係る電磁的記録の電⼦計算機出⼒マイクロフィル
ムによる保存をもって当該帳簿に係る電磁的記録の保存に代えようとする特別徴収義務者及び
申告納税者は、地⽅税法施⾏規則第⼆⼗六条第⼀項（同条第四項において準⽤する場合を含
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む。）の規定の例により、当該帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電⼦計算
機出⼒マイクロフィルムによる保存をしなければならない。

３ 条例第⼆⼗六条第⼆項に規定する規則で定める場合は、地⽅税法施⾏規則第⼆⼗六条第三項
の規定の例による場合とする。

⼀部改正〔平成⼆七年規則六⼀号・令和三年四⼆号〕
（賦課徴収）
第⼗五条 産業廃棄物税の賦課徴収については、この規則に定めるもののほか、愛知県県税規則

（昭和⼆⼗五年愛知県規則第五⼗⼋号）の定めるところによる。この場合において、同規則第
⼀条中「その他」とあるのは「、愛知県産業廃棄物税条例（平成⼗七年愛知県条例第七号）そ
の他」と、同規則第四条第⼀項及び第⼆項中「の規定」とあるのは「並びに愛知県産業廃棄物
税条例第⼋条第⼀項の規定」と、同規則第七条中「に規定する」とあるのは「（愛知県産業廃
棄物税条例第⼗四条第三項において準⽤する場合を含む。）に規定する」と、同規則第九条第
六項及び第⼗条中「において」とあるのは「並びに愛知県産業廃棄物税条例第⼗四条第三項に
おいて」と、同規則第⼗条の⼆中「第⼗六条の⼆第⼀項」とあるのは「第⼗六条の⼆第⼀項
（愛知県産業廃棄物税条例第⼗四条第三項において準⽤する場合を含む。）」とする。

２ この規則に定める様式のほか、知事は、産業廃棄物税の賦課徴収に係る⽂書の様式につい
て、愛知県県税規則に定める様式に必要な調整を加えた様式によることができる。

⼀部改正〔平成⼆⼋年規則六⼆号〕
（賦課徴収に要する費⽤）
第⼗六条 条例第⼆⼗九条の産業廃棄物税の賦課徴収に要する費⽤は、当該年度の歳⼊に属する

産業廃棄物税の額の百分の七に相当する額とする。
⼀部改正〔平成三〇年規則⼀六号〕

附 則
（施⾏期⽇）

１ この規則は、平成⼗⼋年四⽉⼀⽇から施⾏する。ただし、次項の規定は、同年三⽉⼀⽇から
施⾏する。
（準備⾏為）

２ 条例附則第五項の規定により⾏う特別徴収義務者としての登録の申請及び証票の交付は、こ
の規則の施⾏前においても、第四条及び第五条第⼀項の規定の例により⾏うことができる。
（愛知県県税事務取扱規則の⼀部改正）

３ 愛知県県税事務取扱規則（昭和三⼗九年愛知県規則第七⼗⼆号）の⼀部を次のように改正す
る。

（次のよう略）
附 則（平成⼗⼋年⼗⼀⽉⼆⼗四⽇規則第九⼗号）

１ この規則は、平成⼗九年⼀⽉⼀⽇から施⾏する。（後略）
２ この規則の施⾏の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている納

付書その他の⽤紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使⽤す
ることができる。

附 則（平成⼗九年三⽉三⼗⽇規則第四⼗号）
１ この規則は、公布の⽇から施⾏する。（後略）
２ この規則の施⾏の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている納

付書その他の⽤紙（中略）は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の
間、使⽤することができる。
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附 則（平成⼗九年⼗⽉⼗九⽇規則第六⼗⼆号）
１ この規則は、公布の⽇から施⾏する。
２ この規則の施⾏の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている還

付・充当通知書その他の⽤紙（中略）は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわら
ず、当分の間、使⽤することができる。

附 則（平成⼆⼗五年⼗⼆⽉⼆⼗七⽇規則第四⼗三号）
１ この規則は、平成⼆⼗六年⼀⽉⼀⽇から施⾏する。（後略）
２ この規則の施⾏の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている納

税通知書その他の⽤紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使
⽤することができる。

附 則（平成⼆⼗七年三⽉三⼗⼀⽇規則第⼆⼗⼀号）
この規則は、平成⼆⼗七年四⽉⼀⽇から施⾏する。

附 則（平成⼆⼗七年⼗⼆⽉⼆⼗⼆⽇規則第六⼗⼀号抄）
（施⾏期⽇）

１ この規則は、平成⼆⼗⼋年⼀⽉⼀⽇から施⾏する。（後略）
附 則（平成⼆⼗七年⼗⼆⽉⼆⼗五⽇規則第六⼗五号抄）

（施⾏期⽇）
１ この規則は、平成⼆⼗⼋年四⽉⼀⽇から施⾏する。

附 則（平成⼆⼗⼋年⼗⼆⽉⼆⼗七⽇規則第六⼗⼆号）
この規則は、平成⼆⼗九年⼀⽉⼀⽇から施⾏する。ただし、第三条中愛知県産業廃棄物税条例

施⾏規則第⼗三条第⼆号及び第⼗五条第⼀項の改正規定は、公布の⽇から施⾏する。
附 則（平成三⼗年三⽉⼆⼗七⽇規則第⼗六号）

この規則は、平成三⼗年四⽉⼀⽇から施⾏する。
附 則（令和元年六⽉⼆⼗⼋⽇規則第四⼗九号）

この規則は、令和元年七⽉⼀⽇から施⾏する。
附 則（令和⼆年三⽉⼆⼗七⽇規則第⼆⼗号）

この規則は、令和⼆年四⽉⼀⽇から施⾏する。
附 則（令和⼆年⼗⼆⽉⼆⼗⼋⽇規則第⼋⼗号）

１ この規則は、令和三年⼀⽉⼀⽇から施⾏する。
２ この規則の施⾏の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の⽤

紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使⽤することができる。
附 則（令和三年七⽉九⽇規則第四⼗⼆号）

この規則は、令和四年⼀⽉⼀⽇から施⾏する。
様式第１（第４条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/41790210011800000000/50390210004200000000/yousiki01210.rtf


⼀部改正〔平成27年規則21号・65号・令和元年49号〕
様式第２（第４条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/41790210011800000000/50390210004200000000/yousiki01211.rtf


⼀部改正〔令和元年規則49号〕
様式第３（第５条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/41790210011800000000/50390210004200000000/yousiki01212.rtf


⼀部改正〔令和元年規則49号・２年80号〕
様式第４（第６条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/41790210011800000000/50390210004200000000/yousiki01213.rtf


⼀部改正〔令和元年規則49号〕
様式第５（第７条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/41790210011800000000/50390210004200000000/yousiki01214.rtf


⼀部改正〔令和元年規則49号・２年80号〕
様式第６（第７条、第11条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/41790210011800000000/50390210004200000000/yousiki01215.rtf


⼀部改正〔令和元年規則49号〕
様式第７（第８条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/41790210011800000000/50390210004200000000/yousiki01216.rtf


⼀部改正〔令和元年規則49号・２年80号〕
様式第８（第８条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/41790210011800000000/50390210004200000000/yousiki01217.rtf


⼀部改正〔平成27年規則65号・令和元年49号〕
様式第９（第９条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/41790210011800000000/50390210004200000000/yousiki01218.rtf


⼀部改正〔令和元年規則49号・２年80号〕
様式第10（第９条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/41790210011800000000/50390210004200000000/yousiki01219.rtf


⼀部改正〔平成25年規則43号・27年65号・令和元年49号〕
様式第11（第９条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/41790210011800000000/50390210004200000000/yousiki01220.rtf


⼀部改正〔平成27年規則65号・令和元年49号〕
様式第12（第10条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/41790210011800000000/50390210004200000000/yousiki01221.rtf


⼀部改正〔令和元年規則49号・２年80号〕
様式第13（第11条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/41790210011800000000/50390210004200000000/yousiki01222.rtf


⼀部改正〔令和元年規則49号・２年80号〕
様式第14（第12条関係）

https://en3-jg.d1-law.com/aichi-kenw/41790210011800000000/50390210004200000000/yousiki01223.rtf


⼀部改正〔平成18年規則90号・19年40号・62号・25年43号・27年65号・28年62
号・令和元年49号〕


